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   「 さ ら な る 少 人 数 学 級 推 進 と 教 育 予 算 の 増 額 」 「 義 務 教 育 費  

国 庫 負 担 制 度 の 堅 持 ・ 拡 充 」 を 求 め る 意 見 書 に つ い て     

 

 

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 99条 の 規 定 に よ り 、 別 記 意 見 書を

関 係 行 政 庁 に 提 出 す る も の と す る 。  

 

 

 

   令 和  ７  年  ９  月 ２ ５ 日   提   出  
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          〃       〃     宮  島  包  義  
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          〃       〃     髙  野  良  之  

          〃       〃     芋  川  吉  孝  

 

 

 

 

 

 

 

   令 和  ７  年  ９  月 ２ ５ 日    可 決  

 

       中 野 市 議 会 議 長   芦  澤  孝  幸  

 

 

 

 

 



「 さ ら な る 少 人 数 学 級 推 進 と 教 育 予 算 の 増 額 」 「 義 務 教 育 費  

国 庫 負 担 制 度 の 堅 持 ・ 拡 充 」 を 求 め る 意 見 書 （ 案 ）  

 

 2025年 度 か ら 小 学 校 全 学 年 で 35人 学 級 が 実 施 さ れ た が 、 社 会 の 多 様 化や

教 育 課 題 の 複 雑 化 に 対 応 し 、 ど の 子 に も 行 き 届 い た 教 育 を 保 障 す る た めに

は 、 中 学 校 を 含 め さ ら な る 学 級 定 員 の 引 き 下 げ が 必 要 で あ る 。  

 長 野 県 で は 2013年 度 か ら 小 中 学 校 全 学 年 で 35人 学 級 を 実 現 し 、 ま た 複式

学 級 の 定 員 も 独 自 に ８ 人 と す る な ど 先 進 的 な 取 組 が 進 め ら れ て き た 。 それ

に も か か わ ら ず 、 教 室 配 置 や 専 科 教 員 配 置 に お い て 臨 時 的 任 用 職 員 に 依存

せ ざ る を 得 な い 状 況 が 続 い て お り 、 現 場 で は 人 手 不 足 と 教 員 の 過 重 労 働が

深 刻 化 し て い る 。 教 材 研 究 や 授 業 準 備 を 十 分 に 行 う 時 間 を 勤 務 時 間 内 に確

保 で き な い 実 態 は 、 教 育 の 質 を 脅 か し て い る 。  

豊 か な 学 び を 保 障 す る た め に は 、 さ ら な る 少 人 数 学 級 の 推 進 、 教 員 の持

ち 授 業 時 数 の 軽 減 、 そ し て 教 員 定 数 改 善 の た め の 抜 本 的 な 施 策 が 不 可 欠で

あ る 。  

義 務 教 育 費 国 庫 負 担 制 度 に つ い て は 、 2006年 度 に 国 庫 負 担 率 が ２ 分 の１

か ら ３ 分 の １ に 引 き 下 げ ら れ た 。 厳 し い 財 政 状 況 の 中 、 独 自 財 源 に よ り人

的 措 置 等 を 行 っ て い る 自 治 体 も あ る が 、 自 治 体 間 の 教 育 格 差 が 生 じ る こと

は 大 き な 問 題 で あ る 。  

国 の 責 任 で 十 分 な 教 員 配 置 の た め の 財 源 保 障 を し 、 全 国 ど こ に 住 ん でい

て も 、 子 ど も た ち が 一 定 水 準 の 教 育 を 受 け ら れ る よ う に す る こ と が 必 要で

あ る 。  

よ っ て 、 中 野 市 議 会 は 、 国 に 対 し 、 下 記 事 項 に つ い て 強 く 要 請 す る もの

で あ る 。  

 

記  

 

１ ． ど の 子 に も 行 き 届 い た 教 育 を す る た め 、 国 の 責 任 で 以 下 の ３ 点 を 検討

し 、 必 要 な 教 育 予 算 を 確 保 す る こ と 。  

⑴  さ ら な る 少 人 数 学 級 を 推 進  

⑵  複 式 学 級 の 学 級 定 員 を 引 き 下 げ  

⑶  教 員 基 礎 定 数 算 出 に 用 い る 「 係 数 」 を 改 善  

 

２ ． 教 育 の 機 会 均 等 と そ の 水 準 の 維 持 向 上 の た め に 必 要 不 可 欠 な 義 務 教育

費 国 庫 負 担 制 度 を 堅 持 し 、 負 担 率 を ２ 分 の １ に 復 元 す る な ど 拡 充 す るこ

と 。  


